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はじめに 
 
この法改正資料では、平成 20 年度の宅地建物取引主任者資格試験（宅建試験）に関係する

法令の主な改正点と統計に関する資料を掲載しています。 

 

［権利関係］ 

借地借家法の借地関係で、事業用定期借地権の存続期間が引き上げられましたが、民法、不

動産登記法、区分所有法については、平成20年度の宅建試験に影響を与える大きな改正はあり

ませんでした。 

 

［宅地建物取引業法］ 

第 35 条の重要事項説明に、宅建業者が宅地建物に係る信託の受益権の売主となる場合につ

いての説明事項の追加がありました。 

 

［法令上の制限］ 

都市計画法では、新たに開発整備促進区を都市計画に定めることができるようになったほか、

開発許可が不要となる公益上必要な建築物から社会福祉施設、医療施設、幼稚園・小学校・中

学校・高等学校が除外されて、原則として許可が必要となったことに加え、国や都道府県等が

行う開発行為も原則として許可が必要となりました。また、建築基準法では、構造耐力の基準

が変更されるとともに、一定の場合に、建築確認において構造計算適合性判定が求められるよ

うになり、それに伴い、建築主事の確認審査の審査期間が伸長されました。さらに、建築物の

用途制限に関し、その一部が変更されるほか、いわゆる「大規模集客施設」についての制限が

新たに設けられました。 

 

［その他の分野］ 

税法では、住宅の省エネ改修工事等に係る特例（所得税の住宅ローン減税と固定資産税）、

一定の非住宅用新築家屋を取得した場合の課税標準の特例（不動産取得税）、オンライン申請を

した場合の税額の特別控除（登録免許税）がそれぞれ新設されました。さらに、宅建業者等の

新築家屋のみなし取得時期についての特例措置（不動産取得税）、新築住宅に係る減額措置（固

定資産税）、土地の売買による所有権の移転登記と土地の所有権の信託の登記に係る軽減税率

（登録免許税）、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置（贈与税）につい



 2 

て期間が延長されました。 

また、景表法では、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則の一部が変更になりました。 

 

 

［権利関係］ 
 
≪借地借家法≫ 
◆事業用定期借地権の存続期間の引上げ（借地借家法23条） 

事業用定期借地権の存続期間は、これまで「10 年以上 20 年以下」でしたが、上限が引き

上げられ、「10年以上50年未満」となりました。 

※ 存続期間が10年以上30年未満の場合には、存続期間と事業専用建物の所有を目的とす

る旨を設定すれば、自動的に借地借家法の規定の適用が排除されますが、存続期間が 30

年以上 50 年未満の場合には、借地借家法の規定を排除する旨の特約をしなければ、普通

借地権と同様の扱いになります。なお、事業用定期借地権の設定を目的とする契約は公正

証書によってする必要があることについては、従来のままです。 

 

 

［宅地建物取引業法］ 

 
◆重要事項説明（業法35条）における説明事項の追加 

次に掲げる事項が改正により新たに追加されました。 

・宅建業者が信託の受益権の売主となる場合の説明事項（業法35条３項） 

宅建業者が宅地建物に係る信託（その宅建業者が委託者となるものに限ります。）の受益権

（ひらたくいえば、信託銀行等に信託された資産から生ずる運用利益を受け取る権利のこと

をいいます。）の売主となる場合、原則として、当該信託の受益権に係る信託財産である宅

地建物に関する次の各事項を説明しなければなりません。 

① 登記記録上の権利関係 

当該信託財産である宅地建物の上に存在する登記された権利の種類・内容ならびに登記

名義人または表題部所有者の氏名（法人にあってはその名称）を説明します。 

② 法令上の制限事項の概要 

都市計画法・建築基準法等に基づく制限に関する事項の概要について説明します。 
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③ 私道負担に関する事項 

④ 飲用水・電気・ガスの供給施設や排水施設の整備状況 

これらの設備が未整備であれば、その見通し・整備に関する特別の負担について説明し

なければなりません。 

⑤ 未完成物件の場合、完成時の形状・構造等（必要があれば図面添付） 

⑥ 区分所有建物であれば、１棟の建物またはその敷地に関する権利・管理・使用に関する

事項 

当該信託財産である建物が区分所有建物である場合、敷地権の種類・内容、共用部分に

関する規約の定め等、１棟の建物または敷地に関する権利・管理・使用に関する事項につ

いて説明しなければなりません。 

⑦ その他国土交通省令で定める当該信託の受益権売買の相手方の保護に必要な事項 

 
 
［法令上の制限］ 
 
≪都市計画法≫ 
◆開発整備促進区の新設（都計法12条の５第４項） 

次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店

その他これらに類する用途に供する大規模な建築物（特定大規模建築物）の整備による商業

その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき

区域として、開発整備促進区を都市計画に定めることができるようになりました。 

（イ）現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、または著しく変化することが確実である

と見込まれる土地の区域であること。 

（ロ）特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、適正な配置

および規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。 

（ハ）当該区域内において特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図

ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。 

（ニ）第二種住居地域、準住居地域もしくは工業地域が定められている土地の区域または用途

地域が定められていない土地の区域（市街化調整区域を除きます。）であること。 
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◆開発許可を要する開発行為の一部変更（都計法29条） 

・開発許可が不要な公益上必要な建築物から、社会福祉施設、医療施設、幼稚園・小学校・

中学校・高等学校（大学・専修学校・各種学校は従前から開発許可が必要とされています。）

が除外され、これらの建築物を建築する場合には、原則として開発許可が必要となりました。 

※ 改正後の開発許可が不要な公益上必要な建築物（開発区域およびその周辺の地域におけ

る適正かつ合理的な土地利用・環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める

建築物）に該当するものとしては、鉄道施設（駅舎等）、図書館、公民館、変電所等が挙

げられます。 

・国・都道府県等が行う開発行為は、原則として開発許可が必要となりました。 

※ もっとも、国・都道府県等が行う都市計画区域もしくは準都市計画区域内における開発

行為（開発許可を要しない開発行為を除きます。）または都市計画区域および準都市計画

区域外の区域内における開発行為（政令で定める規模未満の開発行為と開発許可を要しな

い開発行為を除きます。）については、当該国の機関または都道府県等と都道府県知事と

の協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされます。 

 
≪建築基準法≫ 
◆構造耐力の基準の変更（建基法20条） 

建築物の種類ごとに、安全性の確認を行う上で要求される構造耐力の基準が詳細に規定さ

れるようになりました。 

建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震等の震動・衝撃に対して

安全な構造のものとして、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれに定める基準に適合す

るものでなければなりません。 

（イ）高さが60ｍを超える建築物 

当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するもので

あること。この場合において、その構造方法は、荷重・外力によって建築物の各部分に連

続的に生ずる力・変形を把握すること等の基準に従った構造計算によって安全性が確かめ

られたものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。 

（ロ）高さが60ｍ以下の建築物のうち、木造大規模建築物（高さが13ｍまたは軒高が９ｍを超

えるものに限ります。）または非木造大規模建築物（地階を除く階数が４以上である鉄骨造

の建築物、高さが20ｍを超える鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築

物等に限ります。） 
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次のⅰ）ⅱ）のいずれかに適合するものであること。 

ⅰ）当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

この場合において、その構造方法は、地震力によって建築物の地上部分の各階に生ずる

水平方向の変形を把握すること等の基準に従った構造計算で、確かめられる安全性を有

すること。 

ⅱ）前記（イ）の基準に適合すること。 

（ハ）高さが60ｍ以下の建築物のうち、前記（ロ）に掲げた以外の木造大規模建築物または非

木造大規模建築物、その他その主要構造部（床、屋根、階段を除きます。）を石造、れんが

造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造等の構造とした建築物（高さが13ｍま

たは軒高が９ｍを超えるもの） 

次のⅰ）ⅱ）のいずれかに適合するものであること。 

ⅰ）当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度

を超えないことを確かめること等の基準に従った構造計算で、確かめられる安全性を有

すること。 

ⅱ）前記（イ）（ロ）の基準のいずれかに適合すること。 

（ニ）前記（イ）（ロ）（ハ）に掲げる以外の建築物 

次のⅰ）ⅱ）のいずれかに適合するものであること。 

ⅰ）当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。 

ⅱ）前記（イ）（ロ）（ハ）の基準のいずれかに適合すること。 

 

◆建築確認の手続に係る変更（建基法６条４項） 

建築主事が特殊建築物（一定の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の

合計が100㎡を超えるものに限ります。）、木造大規模建築物、非木造大規模建築物について、

建築主から建築確認の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準

関係規定に適合するかどうかを審査する期間が、受理した日から 35 日以内（従前は、21 日

以内）に延長されました。 

 

◆構造計算適合性判定の新設（建基法６条５項等） 

建築主事または指定確認検査機関は、一定の申請に係る建築物の計画が前記構造耐力の基

準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定（構造計算が
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適正に行われたものであるかどうかの判定）を求めなければなりません。そして、構造計算

適合性判定を求められた都道府県知事は、当該判定を求められた日から 14 日以内（合理的

な理由があるときは、35日以内で延長可能です。ただし、建築主事または指定確認検査機関

に延長理由を記載した通知書の交付が必要となります。）に、その結果を記載した通知書を

建築主事または指定確認検査機関に交付しなければなりません。建築主事または指定確認検

査機関は、構造計算適合性判定により適合判定が出された場合に限り、建築確認を行うこと

ができます。 

なお、都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について構造計算適合性判定を行

うに当たって必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識

見を有する者の意見を聴かなければなりません。また、都道府県知事は、その指定により、

一定の者（指定構造計算適合性判定機関）に、構造計算適合性判定の全部または一部を行わ

せることができます。 

 

◆用途制限の一部変更と新設（建基法48条、別表第２） 

・「客席部分の床面積の合計が 200 ㎡以上の劇場、映画館、演芸場、観覧場」は、近隣商業

地域ではこれまで建築することを禁止されていましたが、改正後は建築可能となりました。 

・大規模集客施設の制限の新設 

商業地域、近隣商業地域および準工業地域以外の用途地域とこれまで制限がなかった用

途地域の指定のない地域（市街化調整区域を除きます。）について、床面積の合計が10,000

㎡を超える店舗、飲食店、展示場、遊技場等、また、客席の部分の床面積の合計が 10,000

㎡を超える劇場、映画館、演芸場等は、特定行政庁の許可を受けなければ建築することが

できなくなりました。これは、近年増加しつつある大規模な店舗や娯楽施設（いわゆる大

規模集客施設）の建設が無秩序・無計画に行われていくことを制限しようという目的によ

るものです。 
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［その他の分野］ 
 
≪景表法≫ 
◆不動産の表示に関する公正競争規約（表示規約）施行規則の一部変更 

・９条４号 

変更前 変更後 

路地状部分のみで道路に接する土地であっ

て、その路地状部分の面積が当該土地面積の

おおむね30パーセント以上を占めるときは、

その旨およびその面積を明示すること。 

路地状部分のみで道路に接する土地であっ

て、その路地状部分の面積が当該土地面積の

おおむね30パーセント以上を占めるときは、

路地状部分を含む旨および路地状部分の割

合または面積を明示すること。 

 

・９条10号 

変更前 変更後 

傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が

当該土地面積のおおむね 30 パーセント以上

を占める場合（マンションおよび別荘地等を

除く。）または傾斜地を含むことにより、当

該土地の有効な利用が著しく阻害される場

合（マンションを除く。）は、その旨および

その面積を明示すること。 

傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が

当該土地面積のおおむね 30 パーセント以上

を占める場合（マンションおよび別荘地等を

除く。）は、傾斜地を含む旨および傾斜地の

割合または面積を明示すること。ただし、傾

斜地の割合が 30 パーセントを占めるか否か

にかかわらず、傾斜地を含むことにより、当

該土地の有効な利用が著しく阻害される場

合（マンションを除く。）は、その旨および

傾斜地の割合または面積を明示すること。 

 

≪税 法≫ 
１．所得税 

◆住宅の省エネ改修工事等に係る住宅ローン減税の控除額の特例の創設（租特法 41 条の３の

２） 

この特例は、居住用家屋の増改築（大規模の修繕・模様替を含みます。）の場合の住宅ロー

ン減税との選択により適用されます。 
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（１）適用要件 

① 居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築

（省エネ改修工事）等を行った場合であること 

※「一定の省エネ改修工事」とは、次に掲げる工事のうち、ⅰ）改築部位の省エネ性能

がいずれも平成 11 年基準以上となること、ⅱ）改修後の住宅全体の省エネ性能が改

修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること、ⅲ）その工事費用

の合計額が30万円を超えること、という要件をすべて満たすものをいいます。 

(ア) 居室のすべての窓の改修工事 

(イ) (ア)の工事と併せて行う床の断熱工事 

(ウ) (ア)の工事と併せて行う天井の断熱工事 

(エ) (ア)の工事と併せて行う壁の断熱工事 

② 当該家屋を平成20年４月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に

供した場合であること 

③ 償還期間が５年以上の一定の住宅借入金等であること 

④ 登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または建築士が発行する省エネ改修工事等の

証明書があること 

⑤ 前記①～④以外の要件については、現行の住宅の増改築等に係る住宅ローン減税制度の

要件と同じ 

（２）控除内容 

省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の 1,000 万円以下

の部分の一定割合が所得税の額から控除されます。控除期間、控除率等については、下記

の表のとおりです。 

居住の用に供す

る時期 
控除期間 

住宅借入金等の

年末残高 
控除率 

平成 20 年４月１

日から平成 20 年

12月31日まで 

５年間 
1,000 万円以下の

部分 

① 特定の省エネ改修工事（※）に係る工事

費用（200万円を限度）に相当する部分

の金額･･･２％ 

② ①の住宅借入金等の年末残高以外の

金額･･･１％ 

※「特定の省エネ改修工事」とは、前記（１）①に定める工事のうち、改修後の住宅全体の

省エネ性能が平成11年基準相当となると認められる工事内容のものをいいます。 
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２．不動産取得税 

◆住宅以外の家屋に対する不動産取得税の税率の特例措置の廃止（平成18年改正地方税法附則

８条11項） 

平成20年３月31日をもって、住宅以外の家屋を取得した場合の当該家屋に対する不動産

取得税の税率を3.5％とする特例（経過措置）は、廃止されました。 

 

◆一定の非住宅用新築家屋を取得した場合の課税標準の特例の創設（地方税法附則11条30項） 

都市再生緊急整備地域、都市再生整備計画の区域、中心市街地の区域において一定の非住

宅用新築家屋を取得した場合には、当該家屋の 10 分の１相当額が課税標準である不動産価

格から控除されます。 

 

◆宅建業者等の新築家屋のみなし取得時期についての特例措置の適用期間延長（地方税法附則

10条の２） 

改正前 改正後 

・適用期間 

平成20年３月31日まで 

・適用期間 

平成22年３月31日まで（ただし、対象

から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構等が除外される。） 

 

３．固定資産税 

◆住宅の省エネ改修に係る特例の創設（地方税法附則15条の９第９項～12項） 

（１）平成20年１月１日に存在していた住宅（賃貸住宅を除きます。）で、平成20年４月１日

から平成22年３月31日までの間に、「一定の省エネ改修工事（１．（１）①の※と同じ）」

を行ったものについて、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資

産税の税額（ただし、１戸あたり 120 ㎡分までが限度とされます。）の３分の１が減額さ

れます。 

（２）減額対象住宅の納税義務者は、改修後のそれぞれの部位が省エネ基準に適合することと

なったことにつき、証明書を添付して、改修工事完了後３か月以内に市町村に申告しなけ

ればなりません。 
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◆新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間延長（地方税法附則15条の６） 

改正前 改正後 

・適用期間 

平成20年３月31日まで 

・適用期間 

平成22年３月31日まで 

 

４．登録免許税 

◆オンライン申請をした場合の税額の特別控除の創設（租特法84条の５） 

平成20年１月１日から平成21年12月31日までの間に、①所有権保存登記、②所有権移

転登記、③抵当権設定登記について、電子情報処理組織を使用した登記の申請（オンライン

申請）を行う場合の登録免許税の額は、当該登記につき他の特例措置および軽減税率の措置

の適用があるときは、それらを適用したうえで計算した金額から、その金額に 100 分の 10

を乗じて算出した金額（5,000円が上限とされます。）を控除した額とされます。 

 

◆税率の軽減措置の見直しと適用期間延長（租特法72条） 

（１）土地の売買による所有権の移転登記 

平成20年４月１日から平成21年３月31日まで  1,000分の10 

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで  1,000分の13 

平成22年４月１日から平成23年３月31日まで  1,000分の15 

（２）土地の所有権の信託の登記 

平成20年４月１日から平成21年３月31日まで  1,000分の２ 

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで  1,000分の2.5 

平成22年４月１日から平成23年３月31日まで  1,000分の３ 

 

５．贈与税 

◆住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期間延長（租特法70条の３、

70条の３の２） 

改正前 改正後 

・適用期間 

平成19年12月31日まで 

・適用期間 

平成21年12月31日まで 
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≪統 計≫ 
１．地価公示 

［地価の変動率（％）］ 

 公表年 全国 三大都市圏 地方圏 

平成19年 ＋0.1 ＋2.8 －2.7 
住宅地 

平成20年 ＋1.3 ＋4.3 －1.8 

平成19年 ＋2.3 ＋8.9 －2.8 
商業地 

平成20年 ＋3.8 ＋10.4 －1.4 

平成20年３月に公表された地価公示（国土交通省）によれば、平成19年１年間の地価の

概況は、全国平均では、住宅地・商業地ともに２年連続して上昇となりました。三大都市圏

では、住宅地は２年連続して上昇、商業地は３年連続して上昇となりました。地方圏では、

住宅地・商業地ともに４年連続して下落幅が縮小しました。 

２．平成19年の建築着工統計 

 分譲住宅 貸家 持家 合計 

新設住宅着工戸数（千戸） 295 442 315 1,061 

対前年比 －22.3％ －18.7％ －12.2％ －17.8％ 

（※ 数値は単位未満を四捨五入） 

平成19年の新設住宅着工戸数は、分譲住宅、貸家、持家のすべてにつき減少し、総戸数で

は５年ぶりの減少となりました。 

３．住宅・土地統計調査 

 平成５年 平成10年 平成15年 

総住宅数 4,588万戸 5,025万戸 5,389万戸 

総世帯数 4,116万世帯 4,436万世帯 4,726万世帯 

一世帯あたりの住宅数 1.11戸 1.13戸 1.14戸 

一戸建 2,414万戸（59.2％） 2,527万戸（57.5％） 2,649万戸（56.5％） 

長屋建 216万戸（5.3％） 183万戸（4.2％） 148万戸（3.2％） 

住宅（居住世帯の

あるもの）の建て

方別数と割合 共同住宅 1,427万戸（35.0％） 1,660万戸（37.8％） 1,873万戸（40.0％） 

持家数と持家住宅率 2,438万戸（59.8％） 2,647万戸（60.3％） 2,867万戸（61.2％） 

借家数と割合 1,569万戸（38.5％） 1,673万戸（38.1％） 1,717万戸（36.6％） 

空き家数と空き家率 448万戸（9.8％） 576万戸（11.5％） 659万戸（12.2％） 

（※ 数値は単位未満を四捨五入） 



 12 

平成 15 年 10 月１日現在における全国の総住宅数は 5,389 万戸、総世帯数は 4,726 万世帯

で、総住宅数が総世帯数を約 664 万上回ります。前回の平成 10 年から５年間に、総住宅数

は364万戸（7.3％）増加、総世帯数は290万世帯（6.5％）増加しました。総住宅数5,389万

戸のうち、空き家は659万戸で、総住宅数に占める割合（空き家率）は、平成10年の11.5％

から12.2％に上昇しました。 

４．法人企業統計（不動産業の売上高等）                 （単位：億円） 

 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

売 上 高 318,582 334,761 336,283 332,507 344,997 338,586 

経 常 利 益 19,391 23,880 17,584 21,673 23,324 34,648 

設備投資額 14,701 12,987 22,824 17,436 13,657 18,381 

不動産業の売上高は、平成17年度には増加しましたが、平成18年度には減少に転じてい

ます。また、経常利益は３年連続して増加となり、設備投資額は３年ぶりに増加に転じてい

ます。 

５．土地取引件数の推移（万件） 

 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 

東 京 圏 44 43 43 45 46 47 46 

大 阪 圏 21 20 20 21 21 21 20 

名古屋圏 9 9 9 8 9 9 9 

地 方 圏 96 92 88 86 84 82 79 

全 国 計 170 164 160 161 160 158 155 

（※ 数値は単位未満を四捨五入） 

平成12年以降で見ると、三大都市圏では横ばいまたはわずかな上昇を見せていましたが、

平成18年は総じて減少傾向であり、地方圏でも低調に推移しています。全国的には、平成

15年に全体としてわずかに増加しましたが、平成16年以降再び減少に転じ、平成18年も減

少傾向が続いています。 

６．平成18年度の指定流通機構活用実績 

売り物件 賃貸物件 
 

マンション 戸建住宅 土地 その他 居住用 事業用 
合計 

新規登録件数 231,531 308,131 301,696 56,874 1,977,232 237,149 3,112,613 

成約報告件数 52,564 38,678 21,045 3,126 121,002 14,420 250,835 

総登録件数 46,828 71,257 94,059 16,877 238,051 85,288 552,360 
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① 新規登録件数の総数は、約311万件 

② 新規登録件数の中で売り物件・賃貸物件が占める割合は、売り物件約29％、賃貸物件約

71％ 

③ 新規登録件数の売り物件の中で最も多いものは戸建住宅で、次いで土地、マンションの 

順 

④ 登録されている物件情報の総数は、約55万件 
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テキスト改訂表 

＜宅建テキスト① 民法＞ 

頁 行 改訂前 改訂後 

207 上14 （借地借家法23条１項） （借地借家法24条１項） 

207 下11 存続期間10年以上20年以下 存続期間10年以上50年未満 

207 下９ 
（借地借家法24条、適用排除の特

約は必要ない）。 
（借地借家法23条）。 

207 下６～５ 

存続期間と建物の目的について特

約すれば、借地借家法の規定の適

用排除は当然になされる。 

存続期間が10年以上30年未満の

場合には、存続期間と事業専用建

物の所有を目的とする旨を設定

すれば、自動的に借地借家法の規

定の適用が排除されるが、存続期

間が30年以上50年未満の場合に

は、借地借家法の規定を排除する

旨の特約をしなければ、普通借地

権と同様の扱いになる。 

208 

上９（事業

用定期借地

権の表中） 

10年以上20年以下 10年以上50年未満 

 

＜宅建テキスト④ その他の分野＞ 

頁 行 改訂前 改訂後 

20 上２の次 

 （追加） 

４ 住宅の省エネ改修工事等に

係る住宅ローン減税の控除額の

特例 

（以下、７～８ページ「◆住宅の

省エネ改修工事等に係る住宅ロ

ーン減税の控除額の特例の創設

（租特法41条の３の２）」の記述

が該当します） 
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20 上６～７ 
一定のバリアフリー改修工事 一定のバリアフリー改修工事お

よび一定の省エネ改修工事 

20 上７～10 

その「一定のバリアフリー改修工

事」の内容は、上記３１.適用要件

の(1)②に列記したものと同じであ

る（ただし、工事費用の下限はな

い）。なお、この措置は、増改築等

をした居住用家屋を平成 19 年４

月１日から平成20年12月31日ま

での間に自己の居住の用に供する

場合について適用される。 

その「一定のバリアフリー改修工

事および一定の省エネ改修工事」

の内容は、上記３１.適用要件の

(1)②および上記４１.適用要件の

(1)①に列記したものと同じであ

る（ただし、どちらも単独での工

事費用30万円という下限はない）

なお、この措置は、一定のバリア

フリー改修工事については、増改

築等をした居住用家屋を平成 19

年４月１日から平成20年12月31

日までの間に自己の居住の用に

供する場合、一定の省エネ改修工

事については、増改築等をした居

住用家屋を平成 20 年４月１日か

ら平成 20 年 12 月 31 日までの間

に自己の居住の用に供する場合

について適用される。 

20 上11 
４ 譲渡所得の特例との重複適用

の可否 

５ 譲渡所得の特例との重複適

用の可否 

28 上４～５ ６カ月 ※６カ月 

28 上５ ６カ月 ※６カ月 

28 上６ 

（地方税法73条の２第２項）。 （地方税法73条の２第２項）（※ 

特例により、宅建業者等が売り渡

す新築の住宅の場合には「１年」

とされている。平成 22 年３月 31

日まで。地方税法附則 10 条の２

第１項）。 
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29 

上16（課税

標準の特例

の表）の次 

 （追加） 

(3) 一定の非住宅用新築家屋を

取得した場合 

都市再生緊急整備地域、都市

再生整備計画の区域、中心市街

地の区域において一定の非住

宅用新築家屋を取得した場合

には、当該家屋の 10 分の１相

当額を課税標準である不動産

価格から控除する（地方税法附

則11条30項）。 

30 
下２の次

（表中） 

 （「課税標準の特例」の欄に追加） 

家  
 

屋  

◆一定の非住宅用新築家

屋の取得 

当該家屋の
10101010
1111

相当額

を控除  
34 上10 平成20年３月31日 平成22年３月31日 

34 上13 

（地方税法附則16条１項・２項、

同法施行令附則12条３項） 

（地方税法附則 15 条の６第１

項・２項、同法施行令附則 12 条

３項） 

34 下６ （地方税法附則16条８項） （地方税法附則15条の９第１項） 

34 下１ （地方税法附則16条９項） （地方税法附則15条の９第２項） 

35 上５ 
（地方税法附則16条11項・12項） （地方税法附則 15 条の９第４

項・５項） 

35 上15 （地方税法附則16条13項） （地方税法附則15条の９第６項） 

35 上15の次 

 （追加） 

４．住宅の省エネ改修 

（以下、９ページ「◆住宅の省エ

ネ改修に係る特例の創設（地方税

法附則15条の９第９項～12項）」

の記述が該当します） 
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36 上11～12 

（平成 20 年３月 31 日までの間に

新築した場合） 

（平成22年３月31日までの間に

新築した場合） 

 

36 下１の次 

 （「税額の特例」の欄に追加） 

家  
 

屋  

◆住宅の省エネ改修 

改修工事を行った年度

の翌年度分の税額から

3333
1111
を減額 

（平成 20 年４月１日

から平成 22 年３月 31
日までに改修した場

合）  
40 上14 平成20年５月31日 平成21年３月31日 

48 上３ 

65 歳以上の親から 20 歳以上の子

へなされた生前贈与について支払

った贈与税を 

65 歳以上の親から 20 歳以上の子

へなされた生前贈与（住宅取得等

資金贈与の場合には、親の年齢制

限なし）について支払った贈与税

を 

50 下10の次 

 （追加） 

住宅取得等資金贈与の場合の控

除額 3,500万円 

50 下６～５ 

② 65 歳以上の親から 20 歳以上

の子である推定相続人（代襲相

続人を含む）への生前贈与であ

ること。 

② 65 歳以上の親から 20 歳以上

の子である推定相続人（代襲相

続人を含む）への生前贈与であ

ること。ただし、住宅取得等資

金贈与の場合には、親の年齢制

限はない。 

50 下５の次 

 （追加） 

③ 住宅取得等資金贈与の場合

には、さらに次の要件がある｡ 

(イ) 贈与による取得の属する
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年の翌年３月 15 日までに、

贈与を受けた額の全額を対

価に充てて、住宅用家屋の新

築、既存住宅用家屋の取得、

居住の用に供している住宅

用家屋の増改築等をし、これ

を自己の居住の用に供した

場合、または同日後遅滞なく

居住の用に供することが確

実であると見込まれる場合

であること。 

(ロ) 住宅用家屋（その家屋の

床面積のうち、居住の用に供

される部分が
2222
1111
以上である

ものに限る）の床面積が 50

㎡以上であること。 

(ハ) 既存住宅では、耐火建築

物の場合は取得日以前 25 年

以内に、それ以外の建築物の

場合は取得日以前 20 年以内

に建築されたものであるこ

と。ただし、一定の耐震基準

を満たしていることが証明

された場合には、建築年数の

制限はない。 

(ニ) 増改築等の場合には、ａ．

増改築等の工事費用が100万

円以上であり、居住用部分の

工事費用が工事費用全体の
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2222
1111
以上であること、かつ、ｂ．

増改築等後の床面積が 50 ㎡

以上であり、その
2222
1111
以上の部

分が専ら居住の用に供され

ること。 

 
外販書籍改訂表 

＜誰でもできる！ ゴク楽宅建＞ 

頁 行 改訂前 改訂後 

397 上８ 10年以上20年以下 10年以上50年未満 

397 上９ 

設定することができます。 設定することができます。存続期

間が10年以上30年未満の場合に

は、存続期間と事業専用建物の所

有を目的とする旨を設定すれば、

自動的に借地借家法の規定の適

用が排除されますが、存続期間が

30 年以上 50 年未満の場合には、

借地借家法の規定を排除する旨

の特約をしなければ、普通借地権

と同様の扱いになります。 

397 下８（表中） 10年以上20年以下 10年以上50年未満 

451 上18の次 

 （追加） 

(4) 住宅の省エネ改修工事等に

係る控除額の特例措置 

（以下、７～８ページ「◆住宅の

省エネ改修工事等に係る住宅ロ

ーン減税の控除額の特例の創設

（租特法41条の３の２）」の記述

が該当します） 
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458 下２ 平成20年３月31日まで 平成21年３月31日まで 

459 
上14の次

（表の下） 

 （追加） 

※ オンライン申請をした場合

の税額の特別控除 

平成20年１月１日から平成21年

12 月 31 日までの間に、所有権保

存登記、所有権移転登記、抵当権

設定登記について、電子情報処理

組織を使用した登記の申請（オン

ライン申請）を行う場合の登録免

許税の額は、当該登記につき他の

特例措置および軽減税率の措置

の適用があるときは、それらを適

用したうえで計算した金額から、

その金額に 100 分の 10 を乗じて

算出した金額（5,000円が上限とさ

れます）を控除した額とされま

す。 

465 上５ （平成20年３月31日まで） （平成22年３月31日まで） 

466 下９の次 

 （追加） 

③③③③一定一定一定一定のののの住宅以外住宅以外住宅以外住宅以外のののの家屋家屋家屋家屋をををを取得取得取得取得

したしたしたした場合場合場合場合    

都市再生緊急整備地域、都市

再生整備計画の区域、中心市街

地の区域において一定の非住

宅用新築家屋を取得した場合

には、当該家屋の
10101010
1111

相当額が

課税標準である不動産価格か

ら控除されます。 



 21 

467 上３～５ 

また、経過措置として、平成18年
４月１日から平成 20 年３月 31 日

までに取得した住宅以外の家屋に

対する不動産取得税の税率は、

3.5％とされます。 

削除 

470 上12 平成20年３月31日までに 平成22年３月31日までに 

471 頁末 

 （追加） 

(4) 住宅の省エネ改修 

（以下、９ページ「◆住宅の省エ

ネ改修に係る特例の創設（地方税

法附則15条の９第９項～12項）」

の記述が該当します） 

472 
下１の次

（表中） 

 （「税額控除」の欄に追加） 

住
宅
の
省
エ
ネ
改
修  

税額×
3333
1111

 

適用要件 

・平成20年４月１日から

平成 22年３月 31日ま

での一定の省エネ改修

工事 
・平成20年１月１日に存

在していた住宅（賃貸

住宅を除く） 
・120㎡分まで  

 

＜ゴク楽宅建 過去問＞ 

頁 行 改訂前 改訂後 

153 上３ （借地借家法23－Ⅰ） （借地借家法24－Ⅰ） 

153 上５～６ （借地借家法23） （借地借家法24） 

153 上９ （借地借家法23－Ⅱ） （借地借家法24－Ⅱ） 

153 上12 （借地借家法23－Ⅱ） （借地借家法24－Ⅱ） 

159 上２ 存続期間10年以上20年以下 存続期間10年以上50年未満 

159 上３ 
る特約を公正証書で行うと借地権
の 

る特約を公正証書で行うと（存続

期間が 30 年以上 50 年未満の場合



 22 

は、借地借家法の規定を排除する

旨の特約も必要）借地権の 

159 上４ （借地借家法24、13） （借地借家法23、13） 

163 上８ （借地借家法24、25） （借地借家法23、25） 

163 上11～12 （借地借家法24、38） （借地借家法23、38） 

549 下６～２ 

住宅用地以外の土地（商業地等）

の場合は税率３％、住宅以外の家

屋（店舗・事務所等）の場合には

税率 3.5％の特例（平成 18 年４月

１日から平成21年（住宅以外の家

屋については平成 20 年）３月 31

日までに取得した場合） 

住宅用地以外の土地（商業地等）

の場合は税率３％の特例（平成18

年４月１日から平成 21 年３月 31

日までに取得した場合） 

555 上７ 平成20年３月31日までの間に 平成22年３月31日までの間に 

555 上８～９ （地方税附則16－Ⅰ・Ⅱ） （地方税附則15の６－Ⅰ・Ⅱ） 

557 
下７～６

（表中） 

（平成 20 年３月 31 日までに取得
した場合） 

（平成 22 年３月 31 日までに取得

した場合） 

559 上14～15 （地方税附則16－Ⅰ） （地方税附則15の６－Ⅰ） 

582 上１ Ｈ16 景表法 Ｈ16 景表法★ 

582 上12～13 

傾斜地を含む旨及びその面積を明

瞭に表示しなければならない。 

傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合

又は面積を明瞭に表示しなければ

ならない。 

583 上８～９ 

傾斜地を含む旨およびその面積を

明示しなければなりません 

傾斜地を含む旨および傾斜地の割

合または面積を明示しなければな

りません 

583 下８～４ 

傾斜地を含む旨およびその面積を

明示しなければならないのは、「傾

斜地を含む土地で、傾斜地の割合

がおおむね30％以上の場合、また

は傾斜地を含むことにより、土地

の有効な利用が著しく阻害される

場合」とされています。 

傾斜地を含む旨および傾斜地の割

合または面積を明示しなければな

らないのは、「傾斜地を含む土地

で、傾斜地の割合がおおむね30％

以上の場合、または、傾斜地の割

合が30％を占めるか否かにかかわ

らず、傾斜地を含むことにより、
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その土地の有効な利用が著しく阻

害される場合（マンションを除

く）」とされています。 

683 上６ 

※ 本解説の執筆時点（平成19年

11月中旬）において、本問の相続

時精算課税制度の特例の適用期間

は、「平成19年12月31日まで」

とされています。 

削除 

（※ 本問の住宅取得等資金の贈

与に係る相続時精算課税制度の特

例措置は、「平成 21 年 12 月 31 日

まで」延長されました） 

 

＜ゴク楽宅建 総まとめ！＞ 

頁 行 改訂前 改訂後 

262 上10の次 

 （追加） 

５５５５．．．．省省省省エネエネエネエネ改修工事改修工事改修工事改修工事にににに係係係係るるるる住宅住宅住宅住宅ロロロロ

ーンーンーンーン減税減税減税減税のののの控除額控除額控除額控除額のののの特例特例特例特例    

（以下、７～８ページ「◆住宅の

省エネ改修工事等に係る住宅ロー

ン減税の控除額の特例の創設（租

特法 41 条の３の２）」の記述が該

当します） 

262 上11 
５．譲渡所得の特例との重複適用

の可否 

６．譲渡所得の特例との重複適用の

可否 

266 頁末（表中） 

 （「特例」の追加） 

特  
 

例  

一定の非住宅用新築家

屋の取得⇒当該家屋の

10101010
1111
相当額を控除 

 

270 上10 
※平成 20 年３月 31 日までに新築

された住宅 

※平成 22 年３月 31 日までに新築

された住宅 
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271 上２の次 

 （追加） 

(4) 住宅の省エネ改修工事につい

ての特例 

（以下、９ページ「◆住宅の省エ

ネ改修に係る特例の創設（地方税

法附則15条の９第９項～12項）」

の記述が該当します） 

271 上３ 上記(2)及び(3)の減額対象となる 上記(2)～(4)の減額対象住宅の 

273 上３～４ 

※特例措置は、平成18年４月１日

から平成 20 年５月 31 日までの申

請に適用される。 

※特例措置は、平成18年４月１日

から平成 21 年３月 31 日までの申

請に適用される。 

278 下13 

・非課税額2,500万円。 ・非課税額 2,500 万円。ただし、

住宅取得等資金贈与の場合、3,500

万円。 

278 下７ 

への生前贈与であること。 への生前贈与であること。ただし、

住宅取得等資金贈与の場合には、

親の年齢制限はない。 

278 下７の次 

 （追加） 

③ 住宅取得等資金贈与の場合に

は、さらに次の要件がある｡ 

(イ) 贈与による取得の属する

年の翌年３月15日までに、贈

与を受けた額の全額を対価に

充てて、住宅用家屋の新築、

既存住宅用家屋の取得、居住

の用に供している住宅用家屋

の増改築等をし、これを自己

の居住の用に供した場合、ま

たは同日後遅滞なく居住の用

に供することが確実であると
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見込まれる場合であること。 

(ロ) 住宅用家屋（その家屋の床

面積のうち、居住の用に供さ

れる部分が
2222
1111
以上であるもの

に限る）の床面積が50㎡以上

であること。 

(ハ) 既存住宅では、耐火建築物

の場合は取得日以前 25 年以

内に、それ以外の建築物の場

合は取得日以前 20 年以内に

建築されたものであること。

ただし、一定の耐震基準を満

たしていることが証明された

場合には、建築年数の制限は

ない。 

(ニ) 増改築等の場合には、ａ．

増改築等の工事費用が 100 万

円以上であり、居住用部分の

工事費用が工事費用全体の
2222
1111

以上であること、かつ、ｂ．

増改築等後の床面積が 50 ㎡

以上であり、その
2222
1111
以上の部

分が専ら居住の用に供される

こと。 
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278 頁末（表中） 

 （「住宅取得等資金贈与の場合の

相続時精算課税制度の特例」の追

加） 

住宅取得

等資金贈

与の場合 

相続時精算課税制

度の特例 

非課税枠 3,500万円 

贈与者 親（年齢制限なし） 

受贈者 子（20歳以上） 

年収制限 なし 

利用回数 枠内で何度でも

可能  
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テキスト訂正表 

＜宅建テキスト① 民法＞ 

頁 行 誤 正 

175 下10 その遺贈または贈与の価額を その贈与の価額を 

 

＜宅建テキスト② 宅建業法＞ 

頁 行 誤 正 

103 

（表中、⑥

の「重説と

の重複」欄） 

○ △ 

35条書面においては、「授受の時

期」は不要 

 

外販書籍訂正表 

外販書籍につき、次のような訂正がございます。購読者の皆様にはたいへんご迷惑をおかけ

致しましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

＜誰でもできる！ ゴク楽宅建＞ 

頁 行 誤 正 

157 下２ むきん無筋コンクリート造 無筋コンクリート造 

259 上12 

 

根拠となる法令 許可権者 

…  …  

大都市法 都道府県知事 

 

根拠となる法令 許可権者 

…  

…
 

大都市法 都府県知事 

 

＜ゴク楽宅建 過去問＞ 

頁 行 誤 正 

229 上９ 、施行令21－ⅩⅦ） 、施行令21－⑰） 

 

 

 

 


